
京都市告示第   号 

 京都動物愛護憲章を次のように制定します。 

  平成２６年１２月１２日 

                       京都市長 門川 大作   

   京都動物愛護憲章 

 わたくしたちは，ここ京都で，四季のうつろいを感じながら，いきものと関

わり，その命を尊ぶわが国ならではの暮らしのかたちを千年以上の永きにわた

ってつむいできました。そして，わたくしたちは，さらに進んで，ここ京都を

人と動物が共に暮らすうるおいのある豊かなまちにすることを目指します。 

 わたくしたちと同じようにかけがえのない命を持ち，わたくしたちの身近な

ところで共に生きている動物との関わりについて，わたくしたち一人ひとりが

自ら考え，行動するためにこの憲章を定めます。 

 

 わたくしたちは， 

１．動物を思いやりましょう。 

１．動物のことを学びましょう。 

１．動物との正しい関わりを考えましょう。 

１．動物との絆を最後まで大切にしましょう。 

１．人にも動物にも心地よいまちをつくりましょう。 

 

 京都の人々の，動物の命に思いをはせる繊細な心や，他人に迷惑をかけない

という美意識の上に立ち，わたくしたちは，この憲章に基づいて，様々な立場

で動物と関わる中で，例えば，次のようなことに取り組みます。 

 

１．動物を思いやりましょう。 

・ 動物の命を尊ぶ心を子どもたちに伝えます。 

・ 飼い主は，動物の健康や安全に気を配ります。 

・ 行政は，飼い主の都合でやむなく殺処分される犬や猫をなくすことを目指

します。 
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１．動物のことを学びましょう。 

・ 飼い主は，動物の習性や飼ううえでのきまりを学びます。 

・ 動物取扱事業者は，飼い主に正しい飼い方を伝えます。 

・ テレビや新聞などは，動物の問題についてわかりやすく伝えます。 

 

１．動物との正しい関わりを考えましょう。 

・ 周りに迷惑がかかるような動物への餌やりは行いません。 

・ 飼っている犬や猫が迷子になって困らないよう，飼い主がわかるマイクロ

チップなどを付けます。 

・ 日々の生活や科学の発展のため，人がやむなく動物の命を奪っていること

について考えます。 

 

１．動物との絆を最後まで大切にしましょう。 

・ 動物を飼う人は，大切な家族として動物が命を終えるまで共に暮らします。 

・ 飼い主を失った犬や猫を新たな家族として迎えることを考えます。 

・ 行政は，飼われている犬や猫の安易な引取りに応じません。 

 

１．人にも動物にも心地よいまちをつくりましょう。 

・ 犬の排せつは自宅でさせます。また，散歩時にやむなくしたふんは必ず持

ち帰ります。 

・ 猫は，室内で飼います。 

・ 地域の人々で協力して，人と猫が共生できる「まちねこ活動」に取り組み

ます。 

（保健福祉局保健衛生推進室保健医療課） 


